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　町職員の給与は、職務に応じた給料と諸手当から構成され、国や
他の地方公共団体の給与との均衡を考慮し、町議会で議決された「中
標津町職員の給与に関する条例」によって決められています。
　職員の給与内容を町民のみなさんにご理解をいただくため、職員
数の状況と併せてその概要をお知らせします。

町職員の給与と
職員数のあらまし

　職員の給与は、基本給（給料）と扶養手当、住居手当、
期末・勤勉手当（賞与）などの諸手当で構成され、町議
会の議決を経て定められています。初任給の状況および、
一般行政職の経験年数・学歴別平均給料月額の状況は表
５、諸手当の状況は表６となっています。
　また、町議会議員の報酬や町長など特別職の給料は、
町内各団体などの代表者からなる特別職報酬等審議会の
答申を受け、町議会の審議を経て条例で定められていま
す。現在の状況は表７のとおりです。

表１　令和７年度の採用状況 令和７年４月１日現在

区　　分 競　争　試　験 その他 小計大学 短大 高校 その他

一　般
行政職

事務職 2 2 5 9
技術・
専門職 2 2 4
労務職

教　育　職 9 1 10
病 院 関 係 4 4 8
合　　　計 2 4 4 20 1 31A

・定年退職～	地方公務員法第28条の６第１項および同法第28条の７
第１項の規定による退職

・早期退職～早期退職募集制度による退職
・普通退職～自己都合による退職
・再 任 用～再任用職員任期満了による退職
・分限免職～地方公務員法第28条第１項の規定による免職
・懲戒免職～地方公務員法第29条の規定による免職
・失　　職～地方公務員法第28条第４項の規定による失職

表２　令和６年度の退職等状況
区　　分 退　　職 免　職 失職 小計定年早期 普通 死亡 再任用 分限 懲戒

一　般
行政職

事務職 7 1 1 9
技術・
専門職 1 3 1 5
労務職 2 2

教　育　職 8 8
病 院 関 係 12 4 16
合　　　計 1 30 2 7 40B

　募集する職種や採用者数は、退職者の状況により毎年
異なり、令和７年４月１日に31人を採用しています（表
１）。なお、令和６年度中に退職した職員は40人です（表
２）。表４　職員数の状況 各年度４月１日現在

区　分 職　員　数 増減数 主な増減理由令和６年度令和７年度

一
般
行
政
部
門

議 会 3 3 0
総 務 47 48 1 総務一般スタッフの増
税 務 14 14 0
民 生 41 39 ▲2 子育て支援スタッフの減
衛 生 19 20 1 保健スタッフの増
労 働 1 1 0
農林水産 18 18 0
商 工 5 5 0
土 木 22 22 0

教育部門 61 60 ▲1 教育スタッフの減
その他※１ 20 20 0
小　　計 251 250 ▲1

公
営
企
業

病 院 188 183 ▲5 医師、看護スタッフの減

水 道 8 8 0

下水道 3 3 0

簡易水道 2 2 0

小計 201 196 ▲5

合 　 計 452 446 ▲6 年度途中採用者３人C
446＝452＋C－B＋A

※１　国保、介護、後期高齢事業の特別会計職員
　町では中標津町職員研修規則に基づき、年度当初に研
修計画を立て各種研修を実施しています。

　職員定数は、常勤職員を任用できる限度として町議会
の議決を経て条例で540人と定められています。職員数
の状況は表４のとおりです。

表３　令和６年度研修実績
主　催　者 受講者数 研　修　内　容

北海道市町村職
員研修センター 7 政策研修、能力開発研修、一

般研修
市町村職員中央研修所 1 市町村税徴収
町 村 会 53 新規採用職員研修、接遇マナー研修、初級職

員研修、政策法務研修、研修講師養成研修等
中 標 津 町 34 新規採用職員研修、ミドルマネー

ジャー研修、資格更新研修
合　　　計 95

１．任　　　免３．職　員　数

４．給与の状況

２．職 員 研 修
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問い合わせは、総務課 職員係（直通 ❸74-0757）まで。

表６　諸手当の内容	 令和７年４月１日現在

区　分 内　　　　容 国の制度
との比較

扶　養
手　当
（月額）

○配偶者、父母等･････ 3,000円
○子･･･････････････ １人11,500円
　�（満16歳～満22歳までの子は5,000円加算）

同

住　居
手　当
（月額）

借家（家賃16,000円を超える場合）
：：家賃額に応じて28,000円を限度 同

通　勤
手　当
（月額）

【通勤距離２キロ以上に限る】
交通機関利用者は運賃額に応じて55,000
円を限度
交通用具（自家用車等）使用者は、通勤距離
に応じて31,600円を限度

同

期　末
・
勤　勉

手　当

【６月期】
○期末手当･･････････1.25月分
○勤勉手当･･････････1.05月分
【12月期】
○期末手当･･････････1.25月分
○勤勉手当･･････････1.05月分
※役職に応じて役職加算があります。

同

管理職
手　当
（月額）

○部長職････････････ 47,000円
○次長職････････････ 37,000円
○課長職････････････ 35,000円

異

時間外
勤務手当

令和６年度実稼動職員１人当たり
平均支給月額･･･････ 31,100円 同

特　殊
勤　務
手　当

○防疫等作業に従事する職員
：：2,000円/日

○行旅死亡人の取扱業務に従事する職員
：：3,000円/日

○野犬掃討業務に従事する職員
：：500円/日

異

寒冷地手当
（月額）

支給期間11月～３月
扶養家族の状況に応じて

：：9,800円～26,000円
同

退　職

手　当

【自己都合退職】
○勤続20年･･･････19.669500月分
○勤続25年･･･････28.039500月分
○勤続35年･･･････39.757500月分
※最高限度･･･････47.709000月分
【定年退職】
○勤続20年･･･････24.586875月分
○勤続25年･･･････33.270750月分
○勤続35年･･･････47.709000月分
※最高限度･･･････47.709000月分

同

表５　一般行政職員の初任給および経験年数･学歴平均給料
令和７年４月１日現在

区　分 初任給
経　験　年　数 平均給料

月　額
平均
年齢10年以上

15年未満
15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

大学卒
円 円 円 円 円 歳

220,000 288,900 300,400 363,200 285,400 35.6

高校卒 188,000 261,500 280,600 319,100 310,600 40.8

表７　特別職の報酬の状況� 令和７年４月１日現在

区分 特　 別 　職 町 議 会 議 員
町　長 副町長 教育長 議　長 副議長 議　員

給料・報酬
月　額

円 円 円 円 円 円

847,000 679,000 611,000 361,000 300,000 255,000

期末手当 年間　4.60月分 年間　4.60月分

表11　退職者の再就職状況	 令和６年度退職者

離
職
時

の
　
　
職

退
職
者
数

再　　就　　職　　先 再
就
職
者

合
　
　
計

町
再
任
用

職
　
　
員

町
会
計
年
度

任
用
職
員

地
方
公
共

団
体
等

非
営
利

法
　
　
人

営
　
　
利

法
　
　
人

そ
の
他

部長職 2 2 2

課長職 3 1 1 2

計 5 4

※表中の時間数は、代表的な勤務時間です。

表８　勤務時間の状況� 令和７年４月１日現在
勤務時間
(１週間)

勤 務 時 間 等 の 割 振 り
始　業 終　業 休憩時間 週休日

38時間45分 ８時30分 17時15分 60分 土曜日・日曜日

※�各日数は、１月１日から12月31日までの全期間に在職した一般行政
部門職員の合計です。

表９　年次有給休暇の状況	 令和６年
総取得日数 全期間在職職員数 １人当たり平均取得日数

2,937.5日 231人 12.7日

　職員の勤務時間や休暇制度に関しては、町の条例・規
則で定められています。勤務時間や年次有給休暇の取得
状況は表８、表９のとおりです。

５．勤務時間その他の勤務条件

表10　公務災害等の発生状況	 令和６年度
区　　分 一般行政部門 教 育 部 門 公営企業部門

公務災害 ４件 ２件 ４件

通勤災害 ０件 ０件 １件

　職員の健康保持増進を目的に健康診断（総合健診・
定期健診）、相談、セミナー開催など各種事業を実施し、
さらに、衛生委員会を設置して職場における健康安全管
理の指導、啓発、ストレスチェックを行っています。

６．職員福利厚生

　分限処分は、職員が心身の故障等のため職務を十分に
果たすことができない場合に、公務の効率的な運営を確
保することを目的として行う処分（降任・免職・休職）
をいいます。また、懲戒処分は公務員の秩序を維持する
ための義務違反に対する制裁措置（戒告・減給・停職・
免職）をいいます。
　令和６年度の分限処分は、心身の故障による休職が２
件ありました。また、懲戒処分はありません。

7．分限処分および懲戒処分

８．再就職状況


